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し
か
し
、
運
輸
省
は
「
平
成
九
年
度
以
降
の
当
面
の
規
制
緩
和
措
置
」
を
実
施
し
、
タ
ク
シ
ー
の
慢
性
的
な
供
給
過
剰
状
態

を
一
層
深
刻
化
さ
せ
た
。
同
「
措
置
」
と
は
、
九
七
年
度
か
ら
過
去
五
年
間
の
実
績
に
、
こ
の
新
た
な
増
車
基
準
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
基
準
車
両
数
に
、
一
定
割
合
を
上
乗
せ
し
た
車
両
数
を
適
正
枠
と
し
て
、
こ
の
枠
ま
で
は
増
車
を
認
め
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
九
七
年
度
は
一
割
、
九
八
、
九
九
年
度
に
は
二
割
の
上
乗
せ
を
公
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
九
七
年
度

で
は
、
全
国
で
新
規
事
業
者
二
十
一
社
で
四
百
四
台
、
既
存
事
業
者
で
三
千
七
百
三
十
五
台
、
九
八
年
度
に
は
、
全
国
で
新
規

事
業
者
二
十
三
社
二
百
六
十
四
台
、
既
存
事
業
者
で
千
百
六
十
三
台
の
増
車
が
行
わ
れ
、
東
京
都
内
法
人
タ
ク
シ
ー
車
両
台
数

は
消
費
不
況
が
長
期
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
五
年
間
で
約
二
千
五
百
台
も
増
車
さ
れ
た
。
九
九
年
度
に
は
、
わ

一
九
九
七
年
度
に
お
け
る
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
と
い
う
」
）
の
利
用
者
は
年
間
二
十
六
億
一
千
五
百 

 

万
人
で
、
国
民
一
人
当
た
り
の
利
用
回
数
も
二
〇
・
八
回
と
、
タ
ク
シ
ー
は
公
共
輸
送
機
関
と
し
て
国
民
生
活
に
密
着
し
て
い

る
。
公
共
輸
送
機
関
の
最
大
の
社
会
的
使
命
は
、
人
命
を
安
全
に
目
的
地
ま
で
輸
送
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
安
全
輸
送
を
は
じ

め
利
用
者
へ
の
接
客
サ
ー
ビ
ス
は
、
タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
労
働
条
件
改
善
お
よ
び
良
質
な
労
働
力
の
確
保
と
密
接
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
。 

タ
ク
シ
ー
行
政
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
状
態
で
、
か
つ
消
費
不
況
の
中
で
運
賃
改
定
を
行
え
ず
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
の
労
働
条
件

を
一
層
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
本
来
、
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
改
定
は
、
「
神
風
タ
ク
シ
ー
」
の
教
訓
か
ら
労
働
条
件
等
の
改
善
に
よ 

 

る
良
質
な
労
働
力
確
保
と
サ
ー
ビ
ス
改
善
・
安
全
輸
送
の
向
上
等
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
長
い
間
、
ほ
ぼ
二
年
毎
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
改
定
を
認
可
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
特
別
区
・
武
三
地
区
の
場
合
、
九
七
年
の
消
費
税
引
き
上
げ 

 
 

転
嫁
の
た
め
の
引
き
上
げ
を
除
い
て
、
九
六
年
以
来
運
賃
改
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
改
定
の
目
的
や
労
働

タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
状
態
は
、
タ
ク
シ
ー
の
事
故
を
増
加
さ
せ
、
安
全
輸
送
を
脅
か
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
故
発

生
件
数
と
実
車
率
の
推
移
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
全
国
乗
用
自
動
車
連
合
会
交
通
事
故
防
止
委
員
会
調
査
（
富
田
委

員
長
作
成
）
に
よ
る
と
、
東
京
都
内
の
法
人
タ
ク
シ
ー
の
九
〇
年
事
故
発
生
件
数
は
二
千
八
百
三
十
件
、
特
別
区
・
武
三
地
区

の
実
車
率
は
五
五
・
四
％
で
あ
っ
た
が
、
九
七
年
に
は
四
千
八
百
十
三
件
と
四
六
・
八
％
に
、
こ
の
八
年
間
で
、
事
故
件
数
は

一
・
七
倍
と
な
る
一
方
、
実
車
率
は
八
・
六
ポ
イ
ン
ト
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
か
ら
、
実
車
率
が
低
下
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
事
故
発
生
件
数
は
増
加
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

ず
か
一
両
し
か
増
車
枠
が
生
じ
な
か
っ
た
ほ
ど
、
運
輸
省
に
よ
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
の
新
た
な
供
給
過
剰
状
態
が
、
作
り
だ
さ
れ

た
。 

二 

 



 

こ
う
し
た
な
か
で
、
来
年
の
通
常
国
会
で
、
タ
ク
シ
ー
の
免
許
制
を
廃
止
し
て
許
可
事
業
と
す
る
こ
と
、
運
賃
を
上
限
運
賃

を
定
め
て
、
そ
れ
以
下
の
運
賃
は
届
出
制
に
す
る
な
ど
を
内
容
と
す
る
道
路
運
送
法
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
許
可
事

業
に
よ
る
新
規
参
入
の
増
加
で
、
慢
性
的
な
供
給
過
剰
状
態
が
一
層
深
刻
と
な
り
、
過
酷
な
運
賃
ダ
ン
ピ
ン
グ
競
争
に
拍
車
を

か
け
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
タ
ク
シ
ー
の
公
共
輸
送
機
関
と
し
て
の
使
命
で
あ
る
安
全
輸
送
や
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

な
ど
重
大
な
脅
威
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
危
惧
す
る
声
が
関
係
者
の
間
で
日
増
し
に
高
ま
っ
て
い
る
。 

時
間
の
短
縮
が
、
い
ま
だ
に
十
分
達
成
さ
れ
ず
、
労
働
条
件
は
ま
す
ま
す
低
下
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
度
の
タ
ク
シ
ー
運
転

手
の
年
間
収
入
は
、
三
百
二
十
七
万
円
（
全
国
平
均
・
労
働
省
調
査
）
と
九
年
前
の
三
百
二
十
四
万
円
の
水
準
に
ま
で
落
ち
込

み
、
他
産
業
と
の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
。 

一 

タ
ク
シ
ー
行
政
の
原
点
が
、
「
神
風
タ
ク
シ
ー
」
の
防
止
対
策
に
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
経
過
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
五 

 

八
年
四
月
政
府
の
交
通
事
故
防
止
対
策
本
部
は
「
タ
ク
シ
ー
事
故
防
止
対
策
要
綱
」
を
定
め
て
、
そ
の
徹
底
を
図
っ
た
。
同

要
綱
で
は
「
事
故
の
根
本
的
原
因
を
精
査
し
た
結
果
、
運
転
者
の
指
導
取
締
り
を
更
に
強
化
す
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ

つ
い
て
は
、
公
共
輸
送
機
関
と
し
て
の
使
命
を
十
分
に
果
た
し
得
る
よ
う
な
タ
ク
シ
ー
行
政
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

三 

 



 

の
労
務
状
況
を
改
善
し
な
け
れ
ば
事
故
防
止
の
目
的
達
成
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
に
は
タ

ク
シ
ー
事
業
の
経
営
者
が
、
免
許
制
度
に
よ
る
公
益
事
業
の
責
任
者
た
る
自
覚
と
誇
り
を
新
た
に
し
、
運
転
者
を
し
て
安
ん

じ
て
安
全
運
転
を
な
し
得
る
よ
う
に
長
期
的
か
つ
安
定
し
た
雇
用
条
件
の
下
に
就
業
さ
せ
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
で
あ
る
」

と
し
て
、
給
与
制
度
に
つ
い
て
は
「
交
通
の
安
全
を
阻
害
す
る
過
激
な
運
転
を
誘
発
し
又
は
強
要
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
給
与

制
度
を
改
善
す
る
た
め
、
固
定
給
を
増
額
す
る
と
と
も
に
著
し
く
刺
激
的
な
歩
合
給
を
排
除
す
る
こ
と
」
な
ど
、
ま
た
、
労

働
時
間
等
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
「
運
転
者
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
休
憩
時
間
を
厳
格
に
確
保
し
、
洗
車
、
点
検
等
は

之
を
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
は
厳
に
取
締
る
と
と
も
に
、
年
次
有
給
休
暇
制
度
及
び
休
日
制

度
の
確
立
を
図
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

（
一
） 

同
要
綱
で
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
給
与
制
度
に
つ
い
て
「
刺
激
的
な
歩
合
制
を
排
除
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る

が
、
近
年
、
供
給
過
剰
状
態
の
下
で
、
か
つ
消
費
不
況
の
な
か
で
、
「
オ
ー
ル
歩
合
制
」
や
「
リ
ー
ス
」
紛
い
等
の 

 
 

 

所
謂
「
刺
激
的
な
」
給
与
制
度
が
大
勢
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
労
働
省
通
達
（
平
成
九
・
三
・
一
一
基
発
第
一

四
五
号
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
に
つ
い
て
）
で
も
「
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
」
と 

 

さ
れ
て
い
る
累
進
歩
合
制
度
は
依
然
と
し
て
な
く
な
ら
ず
、
逆
に
営
業
収
入
の
低
下
に
と
も
な
い
「
足
切
り
以
下 

 

四 

 



 

（
二
） 

ま
た
、
現
在
法
定
週
労
働
時
間
は
四
〇
時
間
と
な
っ
て
い
る
が
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
の
年
間
労
働
時
間
は
、
我 

 
 

が
国
政
府
の
国
際
公
約
で
あ
る
千
八
百
時
間
を
大
き
く
上
回
る
二
千
五
百
十
五
時
間
（
九
七
年
度
）
で
、
週
労
働
時

間
は
四
十
八
時
間
で
、
法
定
週
労
働
時
間
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
時
間

は
、
例
外
と
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
政
府
は
一
刻
も
早
く
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
、
ま

た
、
そ
の
具
体
的
な
対
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

「
平
成
九
年
度
以
降
の
当
面
の
規
制
緩
和
措
置
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
年
間
で
タ
ク
シ
ー
は
全
国
で
五
千
五
百
六
十
七
台

も
増
加
、
今
年
度
全
国
で
は
、
愛
知
県
大
府
市
で
一
台
の
増
車
枠
し
か
生
じ
な
か
っ
た
。
各
運
輸
局
は
「
九
九
年
度
需
給
動

向
判
断
結
果
」
を
公
示
し
た
が
、
そ
の
「
判
断
結
果
」
に
よ
る
と
、
北
海
道
札
幌
首
都
圏
で
は
、
九
九
年
度
の
恒
久
車
両
台

数
は
四
千
六
百
台
で
、
運
輸
省
の
上
乗
せ
増
車
基
準
に
基
づ
く
適
用
車
両
台
数
四
千
九
十
九
台
を
、
五
百
一
台
上
回
っ
て
い

オ
ー
ル
歩
合
」
と
い
う
形
で
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
事
故
防
止
・
安
全
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
給
与
制
度
に
関

し
て
完
全
な
労
使
問
題
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て
「
神
風
タ
ク
シ
ー
」
防
止
の
原
点
に
か
え
っ
て
、
安

全
輸
送
の
確
保
に
相
応
し
い
給
与
制
度
に
す
る
よ
う
事
業
者
に
対
し
て
、
適
切
な
行
政
指
導
を
す
べ
き
で
は
な
い
の

か
。 

五 

 



 

る
。
昨
年
度
の
過
剰
車
両
台
数
二
百
八
十
七
台
で
、
今
年
度
は
昨
年
度
に
比
べ
て
二
倍
近
い
供
給
過
剰
と
な
っ
て
い
る
。 

（
三
） 

ま
た
、
供
給
過
剰
状
態
が
と
り
わ
け
著
し
い
九
州
各
県
で
は
、
タ
ク
シ
ー
乗
場
か
ら
あ
ふ
れ
出
し
た
タ
ク
シ
ー
が

長
蛇
の
列
を
つ
く
り
、
と
こ
ろ
構
わ
ず
停
車
し
て
客
待
ち
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
手
が
乗
っ
て
い
る
タ
ク
シ
ー
が
駐

車
違
反
で
摘
発
さ
れ
る
事
例
が
続
出
し
て
い
る
。
警
察
か
ら
違
法
駐
停
車
摘
発
の
通
報
を
受
け
た
運
輸
局
は
事
業
者

に
車
両
停
止
の
行
政
処
分
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
間
に
わ
た
り
大
量
の
行
政
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か

（
二
） 

と
く
に
東
京
・
神
奈
川
・
千
葉
・
埼
玉
等
、
九
七
、
九
八
年
度
に
増
車
を
認
可
し
た
地
域
の
供
給
過
剰
は
、
増
車

を
認
可
し
た
が
ゆ
え
に
供
給
過
剰
が
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
こ
の
認
可
は
、

道
路
運
送
法
第
六
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
定
め
ら
れ
た
免
許
基
準
に
反
す
る
認
可
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
こ

の
よ
う
な
法
律
な
い
し
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
増
車
認
可
を
し
て
き
た
こ
と
の
責
任
を
ど
う
と
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

（
一
） 

今
年
度
の
増
車
が
全
国
で
一
両
の
増
車
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
運
輸
省
自
身
の
需
給
判
断
基
準
に 

 
よ
っ
て
も
全
国
の
大
部
分
の
事
業
区
域
で
供
給
過
剰
状
態
に
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の

認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

六 

 



 

三 

安
全
な
輸
送
は
公
共
輸
送
機
関
の
最
大
の
使
命
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
な
ど

の
不
安
定
雇
用
運
転
者
が
急
速
に
増
加
し
、
こ
れ
ら
の
運
転
者
は
、
他
職
と
の
兼
職
等
に
よ
る
長
時
間
・
過
労
運
転
等
か
ら

安
全
性
の
低
下
や
乗
客
へ
の
接
遇
の
面
で
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
な
ど
の
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。 

（
二
） 

特
に
、
「
定
時
制
乗
務
員
」
と
し
て
の
必
要
な
基
準
（
全
乗
連
「
定
時
制
乗
務
員
の
雇
用
管
理
に
当
た
っ
て
留
意 

 
 

す
べ
き
事
項
」
）
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
・
通
達
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
第
三
十 

 

（
一
） 

こ
の
よ
う
な
ア
ル
バ
イ
ト
運
転
者
の
採
用
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。
把
握
し

て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
実
態
を
改
善
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
具
体
的
に
講
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

わ
ら
ず
、
相
変
わ
ら
ず
同
一
事
業
者
が
違
反
を
繰
り
返
し
、
全
体
と
し
て
も
違
反
が
根
絶
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
行
政

処
分
が
そ
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
根
本
原
因
で
あ
る
タ
ク
シ
ー
供
給
過
剰
を
解

消
し
な
い
か
ぎ
り
、
駐
停
車
違
反
を
な
く
す
と
い
う
行
政
上
の
目
的
を
は
た
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
運
輸

省
は
こ
の
よ
う
な
タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
状
態
の
解
消
策
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
対
策
を
講
じ
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

四 

九
八
年
「
自
動
車
運
転
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
か
か
る
労
働
基
準
関
係
法
令
の
違
反
状
況
」
に
よ
る
と
、
ハ
イ
・
タ
ク

業
で
は
、
監
督
実
施
事
業
場
数
三
百
七
十
事
業
場
の
う
ち
違
反
事
業
場
は
二
百
八
十
四
事
業
場
と
、
実
に
七
六
・
八
％
が
違

反
事
業
場
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
九
八
年
「
自
動
車
運
転
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
係
る
改
善
基
準
告
示
の
違
反
状
況
」

で
も
、
改
善
基
準
告
示
違
反
事
業
場
は
、
二
百
十
四
事
業
場
と
、
五
七
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
過
半
数
を
超
え

る
タ
ク
シ
ー
事
業
場
が
法
等
の
違
反
状
態
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

（
二
） 

タ
ク
シ
ー
は
営
業
費
の
八
〇
％
を
人
件
費
が
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
安
全
輸
送
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
は
、
タ

（
一
） 

労
働
省
に
よ
る
自
動
車
運
転
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
対
す
る
監
督
は
、
八
九
年
に
は
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
業

で
千
八
十
事
業
場
で
実
施
さ
れ
て
い
た
の
が
、
九
八
年
に
は
三
百
七
十
事
業
場
と
三
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い 

る
。
毎
年
法
違
反
が
多
数
摘
発
さ
れ
る
問
題
業
種
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
監
督
自
体
が
急
減
し
て

い
る
原
因
は
何
か
。
こ
れ
ら
の
法
違
反
・
告
示
違
反
を
根
絶
す
る
た
め
に
、
政
府
の
監
督
体
制
の
充
実
強
化
を
は
か

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

五
条
・
三
十
六
条
及
び
昭
五
三
・
六
・
一
五 

自
旅
第
二
〇
三
号
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
運
転
者
の
選
任

に
つ
い
て
）
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
所
謂
ア
ル
バ
イ
ト
運
転
者
の
選
任
は
や
め
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

八 

 



 

 

九 

ク
シ
ー
の
運
転
者
の
労
働
条
件
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
労
基
法
等
の
厳
守
が
タ
ク
シ
ー
の

安
全
輸
送
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
確
保
す
る
た
め
の
最
低
必
要
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
タ
ク 

 
シ
ー
事
業
者
の
一
部
に
は
、
労
基
法
等
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
労
働
条
件
を
違
法
な
手
段
で
、
一
方
的
に
引
下
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
拡
大
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
も
存
在
す
る
こ
と
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
。
公
共
輸
送
機

関
を
担
っ
て
い
る
タ
ク
シ
ー
業
界
で
、
違
法
が
は
び
こ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
こ
と
を
許
さ

な
い
た
め
の
政
府
の
決
意
と
、
そ
の
対
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
三
） 

消
費
不
況
と
相
ま
っ
て
タ
ク
シ
ー
業
界
で
の
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
タ
ク
シ
ー
会
社
の
別
会
社 

 
 

化
、
営
業
譲
渡
な
ど
を
契
機
に
し
て
徹
底
し
た
労
働
条
件
の
違
法
な
引
下
げ
や
「
組
合
つ
ぶ
し
」
等
の
不
当
労
働
行

為
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
な
リ
ス
ト
ラ
を
防
止
し
、
雇
用
を
守
る
た
め
に
、
政

府
は
適
切
な
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
そ
の
対
策
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


